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i　かくし

は　じ　め　に

　経営管理の高度化や安定的な雇用の確保、円滑な経営継承、産業並み
の就業条件の整備による就業機会の拡大など「農業」が魅力ある職業と
なるための基礎的条件が整備されることから農業経営の法人化が進展し
ています。
　令和７年３月に「地域計画」が全国の市町村・農業委員会で約２万近
く策定され、人手不足の地域では特に「地域内の農業を担う者」として
期待される農業法人も増えると考えられます。
　本書は農業法人、とくに農業生産法人の設立に向けた実務書として平
成11年12月に初版を刊行しました。その後、農地法や農業経営基盤強
化促進法等の改正、会社法の施行などに伴い内容を見直し、平成24年
８月の新訂「農業法人の設立」刊行後も改訂を重ね、農地所有適格法人
の要件と法人形態の選択、会社法人と組合法人の比較、法人の設立手続
き、農業法人の税・資金と労務対策などを解説した実務書として関係者
に広くご活用頂いてきました。
　新訂版では、令和７年４月１日に施行した食料の安定供給のための農
地の確保及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する
法律等の一部を改正する法律などに対応したほか、A5判としたことで、
さらに使いやすい冊子としております。
　農業経営の法人化については、経営サポートを行う拠点として都道府
県段階では都道府県、都道府県農業委員会ネットワーク機構（農業会議）、
ＪＡ中央会などが、市町村段階では市町村、農業委員会、ＪＡなどが相
談窓口となり各種支援が行われていますが、本書は法人化を志向する農
業者だけでなく、現場段階の法人化の指導・相談でも役立つ図書として
ご活用いただければ幸いです。
　最後に、本書の刊行に当たっては、司法書士の鹿島崇之氏（日本司法
書士会連合会農業関係対応委員会委員）、税理士の森剛一氏（（一社）全
国農業経営コンサルタント協会会長）、特定社会保険労務士の入来院重
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ii　かくし

宏氏（元全国農業経営支援社会保険労務士ネットワーク会長）をはじめ、
関係者の皆様に多大なるご協力をいただきました。ここに誌面を借りて
心よりお礼申し上げます。

　令和８年６月
� 全国農業委員会ネットワーク機構
� 一般社団法人　全国農業会議所
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10

１　農業経営法人化の推進

　農業経営の法人化が農政上大きく進展を見せたのは、平成４年６月農
林水産省が公表した「新しい食料・農業・農村政策の基本方向」（新政策）
です。
　「新政策」では、「経営形態の選択肢の拡大の一環として、農業経営の
法人化を推進する」として、農業政策として法人化の推進が打ち出され
ました。
　農業経営の法人化は、「経営形態の選択肢の一つ」とされ、「経営の熟
度に合わせた法人化」が進められました。
　個人経営の段階で、この「経営の熟度」はどのように理解、判断した
らよいでしょうか。
　一つの目安として、全国認定農業者協議会と（一社）全国農業会議所
が認定農業者組織等の支援活動として展開している「農業経営発展過程・
経営管理モデル」から考えてみましょう。
　ステージ１は、伝統的なイエ（家産と家業）の継承という慣行の中で、
生産技術に長けた農業経営であるが、「経営と家計が未分離」の状況です。
この段階から一気に法人経営に移行しても、法人としての経営管理を行
うことは困難と考えられます。
　ステージ２では、「経営と家計の分離の取り組み」が始められた段階
です。
　農業が女性や若者にとって、魅力ある職業となるためには、イエ（家
産と家業）を中心とした経営から、それを構成し支える個人の地位・役
割を明確化し、尊重することが重要です。
　この段階でも家族従事者に対する給与制の確立、収支計算による農業
経営の理解、青色申告決算書等を分析して家族従事者を含めた農業者年
金制度、退職金制度の小規模企業共済制度・中小企業退職金共済制度の
加入など「労務管理」や「家族関係の近代化」、「個の尊重」に役立てて
いくことが可能です。
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２　個人経営の段階ですべきこと

序
　
章

法
人
化
に
当
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っ
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　経営発展意欲を有し、法人化を志す経営体は、「ステージ３　ポジショ
ン１」段階の経営管理を少しでも実践しましょう。この段階の経営管理
ができていれば、経営の熟度は高まっていると言えるでしょう。

２　個人経営の段階ですべきこと

ステージ３　�ポジション１「経営と家計の分離の発展」段階の経営管理
を実現しよう

１）経営理念・経営戦略の構築
　個人経営でも、法人経営に遜色のない経営を行うことは可能です。
　「経営理念」は、どのような農業経営を目指すのか、経営に対する基
本的な考え方、思いです。そして、策定された経営理念を実現するため
の具体的な過程が「経営戦略」です。
　経営戦略は、自己経営の能力、資源などの内的要因を洗い出し、外的
要因を分析、評価することから始めます。そして、自己経営の強み、特
性を把握して、どれくらいの規模で、どのような農畜産物などをどれく
らい、どのように提供していくかを決めていきます。
　また、生産、販売、財務、人事・労務など役割分担を決めて、経営主、
家族従事者、雇用者が一体となって、経営理念の実現に向けた積極的な
取り組みが経営発展につながります。
　家族経営協定を締結しようとする時や見直しの時、後継者が就農した
時、雇用者を雇う時など何らかのきっかけがある時が策定しやすいで
しょう。

２）複式農業簿記記帳・青色申告の取り組み
（１）複式農業簿記記帳のすすめ　
　大規模な農業経営や、施設園芸や畜産など投資額が大きな経営では、
収益（収入）や費用（支出）の記録（記帳）にとどまる損益計算を中心
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とした「簡易簿記」では経営管理に必要な財務内容を的確に把握できま
せん。
　「複式簿記」は損益計算に加え、農業経営で使用する現金、預金、未
収金、土地、建物、機械、果樹・牛馬などの事業資産や借入金、未払金
などの負債、農業経営に投資している資本金（元入金）の財政状態や資
金繰り等が的確に把握できます。
　また、家計とのお金のやり取り等を記録することによって財政上の経
営と家計の分離をすることができます。
　農業経営の改善、発展のためには「複式簿記」を記帳し、数字による
経営把握、分析を行い、経営と家計との分離をすることが基礎的な条件
です。
　さらに、財務管理を理解することで、法人化に際しての個人経営の資
産・負債等の法人への引継ぎや法人化後の経営管理に生かされます。
　なお、法人化後の企業会計の一般原則では「企業会計は、すべての取
引につき、正規の簿記（複式簿記）の原則に従って、正確な会計帳簿を
作成しなければならない」と決められています。

（２）青色申告のすすめ
　所得税では、自分の所得と税額を自分で計算し納税するという「申告
納税制度」をとっており、白色申告と青色申告があります。
　また、平成26年から白色申告者も事業（農業）所得、不動産所得、
山林所得を生ずべき業務を行う者は、記帳、帳簿・書類等保存制度が設
けられています。
　青色申告者は原則として正規の簿記（複式簿記）により記帳しますが、
簡易簿記で記帳してもよいことになっています。
　「青色申告」は主な特典は以下の通りです。
　①�　青色申告特別控除・・複式簿記記帳は最高55万円（e-tax申告等
は65万円）、簡易簿記記帳は最高10万円

　②�　青色事業専従者給与の必要経費算入・・青色申告者と生計を一に
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２　個人経営の段階ですべきこと

序
　
章

法
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化
に
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する15歳以上の親族で農業に従事している場合（６か月以上）、支
払った給与が労務の対価として適正な金額であれば、全額必要経費
に算入できます。

　③�　減価償却費の特例
　④�　純損失の繰越控除または繰戻しによる還付
　農業が魅力ある職業となるためには、家族であっても働いた、経営に
寄与した割合に応じた適正な労働報酬を得ることが必要です。
　白色申告では、従事者１人について50万円（申告者の配偶者は86万円）
の事業従事者控除がありますが、いくら働いても、経営に寄与しても同
額で控除されるだけで、給与として受け取った金額は必要経費には算入
されません。
　青色申告では支払った給与が適正であれば全額必要経費に算入でき
（給与制の確立）、節税にもなり、また家族従事者にとってもやりがいと
責任感が育ってきます。

　個人経営における「個」の確立の面から、また経営管理改善の面から
基礎的な条件である「複式農業簿記記帳」と「青色申告」の取り組みを
して、「経営と家計の分離を発展」させましょう。

３）労務管理の取り組み
（１）就労条件整備による時間の経営と家計の分離
　農業経営の労働時間と家庭・生活を楽しむための時間とを区切り、け
じめをつけることが大切です。
　「労働時間、休憩、休日」などの就労条件を農業経営の特性に合わせ
て作ります。この就労条件を実行するために、計画的な作業体制、役割
分担などによる作業の効率化、農機具類の整然配置・整備などの工夫を
生み、作業環境の改善が期待できます。

25-09-482_003_序章.indd   1325-09-482_003_序章.indd   13 2026/03/06   1:09:152026/03/06   1:09:15



14

（２）従事者の福祉面や社会保障面の充実
　「国民年金」に加え、経営主・家族従事者が加入できる「農業者年金」、
経営主が加入できる退職金制度の「小規模企業共済制度」、青色申告で
あれば家族の青色事業専従者が加入できる退職金制度の「中小企業退職
金共済制度」の整備を進めていくことで社会保障面の充実を図ります。
　また、家族従事者では充足できない人材の確保及び家族従事者の定期
的な休日の確保のためには雇用従事者を確保することが欠かせません。
ただし、雇用者の責務として給与制、就業規則、労災保険、退職金制度
などの整備を通じて就業ルールを明確化し、労務管理面を逐次改善して
いくことが大切です。

（３）家族経営協定の取り組み
　農業は家族従事者と共同経営的に営まれますが、お互いに「個」を尊
重し、認め合うことが大切です。
　前述してきた様々な取り組みを実行に移すとともに、文書化した「家
族経営協定」によって再確認し、また健康診断や家庭生活の取り決めも
加えることによって家族関係の好環境を生むことでしょう。
　「家族経営協定」はワーク・ライフ・バランス実現の有効な手段とな
ります。

３　法人化にあたり検討すべきこと

１）法人化する段階にあるかどうかの判断
　家族経営を法人化するには、前述したステージ３　ポジション１段階
の①経営理念・経営戦略の構築、②複式農業簿記記帳・青色申告の取り
組み、③労務管理の取り組み、④家族経営協定の取り組みを経てからが
望まれます。
　さらに、青色申告決算書からの目安としては、経営主の農業所得と青
色専従者給与額を合わせて、法人化後の家計費が満たせるかどうかです。
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３　法人化にあたり検討すべきこと

序
　
章

法
人
化
に
当
た
っ
て

家計費が満たせなければ、法人からの借り入れ、もしくは家計（個人）
預金の取り崩しによる充足となり、健全な法人経営と家計の姿ではなく
なるからです。法人化後のメリット発揮に期待することは注意が必要で
す。
　また、集落営農や第３者複数人が集まる法人化の場合は、収益の分配
（報酬の決定）や法人経営の改善、発展において複式簿記記帳による財
務諸表を役員が理解できないと経営判断に誤りが生じやすいため、役員
になる予定の農業者は、自身の経営で②複式農業簿記記帳・青色申告の
取り組みを経ていることが望まれます。

２）経営理念・経営戦略の策定
　法人経営は、組織として経営が展開されます。
　したがって、大切なことは、法人としての「経営理念・経営戦略」を
策定することです。役員、家族や雇用従事者がその「経営理念・経営戦
略」を理解し、それぞれの立場で役割分担し、コミュニケーションを図っ
て、その実現に向けて組織として経営を展開していきます。

３）法人化することのメリット、デメリットの検討
　何を目的に法人化するか、法人化のメリット・デメリットを検討しま
す。
　メリットとしては、経営の多角化・規模拡大、法に基づく社会保険適
用（厚生年金・労災保険・雇用保険・健康保険）、労務管理の充実、経
営継承の多様性、経営主の給与制による節税、社会的信用度の向上など
があります。
　デメリットとしては、利益がない場合での地方税負担、社会保険料の
法人負担による費用増、倒産の危惧などがあります。
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① 会計管理は未実施　　　　② 白色申告
③ 就業環境は未整備の状態

① 収支計算・青色申告の取り組み
② 農業者年金の加入など労務管理の初歩の取り組み

2019 年 5 月
全国認定農業者協議会
全国農業会議所

　全国認定農業者協議会行動指針に基づき、農業委員会ネットワーク機構と連
携して、「農業経営発展過程・経営管理モデル」応した活動を展開。
　認定農業者等が、自己の経営を改善・発展させるための課題に “ 気づくこと ”
ができるよう、事務局担当組織等と連携し、研修会を開催するなど、認定農業
者組織の活動を推進。
　課題認識の基礎となる複式農業簿記記帳と青色申告が継続できる環境づくり
を推進。
　課題を解決するために、関係機関・団体から必要な情報や支援が得られる体
制づくりを推進。

*© 全国認定農業者協議会・全国農業会議所

「農業経営発展過程・経営管理モデル」に基づく活動展開

ステージ１　経営と家計の未分離

ステージ２　経営と家計の分離の取り組み

① 経営理念･経営戦略の構築
② 複式農業簿記記帳・青色申告の取り組み
③ 労務管理の取り組み
　　　 労働時間、休憩・休日、農業者年金、小規模企業共済、
　　　 中小企業退職金、共済制度等
④ 家族経営協定の取り組み
　　　 部門･役割分担、給与制、労務管理、家庭生活等
⑤ 雇用の導入
　　　労務管理面のゆとりの確保と経営発展
⑥ 経営支援制度・税制等の活用
⑦ 経営分析･診断の取り組み

ポジション１　経営と家計の分離の発展

① 経営理念・経営戦略の再構築
② 環境変化に応じた家族経営協定の見直しと実践
　　　 ＊経営継承対策　　＊相続対策　　
　　　 ＊相続対策　　　　＊部門･役割分担
③ 農業生産工程管理（GAP）の取り組み
④ 経営多角化・規模拡大
⑤ 経営を担える人材の確保・育成
⑥ 経営支援制度・税制等の活用
⑦ 地域・社会貢献

ポジション２　個人経営の発展

① 経営理念・経営戦略の構築
② 経営と家計の完全分離
③ 充実した家族経営協定の実践
　　　 ＊法に基づく労務管理
　　　 ＊部門･役割分担の明確化
　　　 ＊経営継承･相続対策の検討
④ 法人化メリットの発揮
　　　 ＊経営多角化・規模拡大
　　　 ＊優秀な人材確保
⑤ 農業生産工程管理（GAP）の取り組み
⑥ 経営支援制度・税制等の活用

ポジション３　法人経営への展開

① 経営理念・経営戦略の再構築
② 更に充実した家族経営協定の実践
　　　 ＊経営継承（後継者の確保・育成）対策
　　　 ＊相続対策
③ 更なる法人化メリットの発揮
　　　 ＊経営を担える人材の確保・育成
　　　 ＊経営多角化・規模拡大
④ 経営支援制度・税制等の活用
⑤ 地域・社会貢献

ポジション４　法人経営のさらなる発展

ステージ３
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３　法人化にあたり検討すべきこと

序
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① 会計管理は未実施　　　　② 白色申告
③ 就業環境は未整備の状態

① 収支計算・青色申告の取り組み
② 農業者年金の加入など労務管理の初歩の取り組み

2019 年 5 月
全国認定農業者協議会
全国農業会議所

　全国認定農業者協議会行動指針に基づき、農業委員会ネットワーク機構と連
携して、「農業経営発展過程・経営管理モデル」応した活動を展開。
　認定農業者等が、自己の経営を改善・発展させるための課題に “ 気づくこと ”
ができるよう、事務局担当組織等と連携し、研修会を開催するなど、認定農業
者組織の活動を推進。
　課題認識の基礎となる複式農業簿記記帳と青色申告が継続できる環境づくり
を推進。
　課題を解決するために、関係機関・団体から必要な情報や支援が得られる体
制づくりを推進。

*© 全国認定農業者協議会・全国農業会議所

「農業経営発展過程・経営管理モデル」に基づく活動展開

ステージ１　経営と家計の未分離

ステージ２　経営と家計の分離の取り組み

① 経営理念･経営戦略の構築
② 複式農業簿記記帳・青色申告の取り組み
③ 労務管理の取り組み
　　　 労働時間、休憩・休日、農業者年金、小規模企業共済、
　　　 中小企業退職金、共済制度等
④ 家族経営協定の取り組み
　　　 部門･役割分担、給与制、労務管理、家庭生活等
⑤ 雇用の導入
　　　労務管理面のゆとりの確保と経営発展
⑥ 経営支援制度・税制等の活用
⑦ 経営分析･診断の取り組み

ポジション１　経営と家計の分離の発展

① 経営理念・経営戦略の再構築
② 環境変化に応じた家族経営協定の見直しと実践
　　　 ＊経営継承対策　　＊相続対策　　
　　　 ＊相続対策　　　　＊部門･役割分担
③ 農業生産工程管理（GAP）の取り組み
④ 経営多角化・規模拡大
⑤ 経営を担える人材の確保・育成
⑥ 経営支援制度・税制等の活用
⑦ 地域・社会貢献

ポジション２　個人経営の発展

① 経営理念・経営戦略の構築
② 経営と家計の完全分離
③ 充実した家族経営協定の実践
　　　 ＊法に基づく労務管理
　　　 ＊部門･役割分担の明確化
　　　 ＊経営継承･相続対策の検討
④ 法人化メリットの発揮
　　　 ＊経営多角化・規模拡大
　　　 ＊優秀な人材確保
⑤ 農業生産工程管理（GAP）の取り組み
⑥ 経営支援制度・税制等の活用

ポジション３　法人経営への展開

① 経営理念・経営戦略の再構築
② 更に充実した家族経営協定の実践
　　　 ＊経営継承（後継者の確保・育成）対策
　　　 ＊相続対策
③ 更なる法人化メリットの発揮
　　　 ＊経営を担える人材の確保・育成
　　　 ＊経営多角化・規模拡大
④ 経営支援制度・税制等の活用
⑤ 地域・社会貢献

ポジション４　法人経営のさらなる発展

ステージ３
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農業経営発展のための課題“気づき”チェックリスト

【個人経営用】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

経営理念

何のために農業を営み、ど
のような農業経営を目指す
のか、経営に対する基本的
な「考え方」、「思い」

構築している。

構築していない。

財務管理

簿記記帳

複式簿記を記帳してい
る。

簡易簿記を記帳してい
る。

簿記は記帳していない。

現金・預金の経営・家計区
分
（事業主貸・借勘定の理解）

区分している。

区分していない。

確定申告
（所得税）

白色申告

青色申告

決算書・確定申告書は
経営主・親族が作成

決算書・確定申告書は
税理士に依頼

確定申告
（消費税）

免税事業者

課税事業者
申告書は経営主・親族
が作成

申告書は税理士に依頼

給与制
確立している。

確立していない。

労働時間・休憩時間
設定している。

設定していない。

休　　日
設定している。

設定していない。
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３　法人化にあたり検討すべきこと
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� © 2019 全国認定農業者協議会／都道府県農業会議・全国農業会議所

労務管理 農業者年金
加入できる者は加入し
ている。

加入していない。

小規模企業共済制度
（経営主の退職金制度）

加入している。

加入していない。

中小企業退職金共済制度
（家族専従者等の退職金制
度）

加入している。

加入していない。

労災保険
加入している。

加入していない。

家族経営
協定

締結している。

締結していない。

雇用の導入
給与制の確立、休日・労働
時間の明確化、労災保険へ
の加入等、労務条件の整備

十分に整備している。

あまり整備できていな
い。

経営支援策
税制等

農業者年金保険料国庫補助・
低利融資・農業経営基盤強
化準備金・収入保険等

活用している。

あまり活用していない。

GAPの
取り組み

取り組んでいる。

取り組んでいない。

経営継承の
取り組み

後継者の確保育成、第３者
継承の検討、経営継承税制
等の理解等

準備している。

準備していない。

経営の
法人化

検討している。

検討していない。
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農業経営発展のための課題“気づき”チェックリスト

【法人経営用】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

経営理念

会社は何のために存在し、
どのような農業経営を目指
すのか、経営に対する基本
的な「考え方」、「思い」

構築している。

構築していない。

確定申告
（法人税） 財務諸表・申告書の作成

役職員が作成している。

税理士に依頼している。

確定申告
（消費税） 申告書の作成

役員が作成している。

税理士に依頼している。

労働時間・休憩時間
設定している。

設定していない。

休日
設定している。

設定していない。

労務管理 社会保険・労働保険
完備している。

完備できていない。

小規模企業共済制度
（経営者の退職金制度）

加入している。

加入していない。

中小企業退職金共済制度
（従事者等の退職金制度）

加入している。

加入していない。

家族経営
協定

締結している。

締結していない。

部門・役割
分担

明確化している。

明確化していない。

雇用の導入
休日・労働時間の明確化、
社会保険への加入等、労務
条件の整備

十分に整備している。

あまり整備できていな
い。
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３　法人化にあたり検討すべきこと
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� © 2019 全国認定農業者協議会／都道府県農業会議・全国農業会議所

経営支援税
制等

低利融資・農業経営基盤強
化準備金・収入保険等

活用している。

活用していない。

経営多角化
の取り組み 六次産業化等の取り組み等

取り組んでいる。

取り組んでいない。

GAPの
取り組み

取り組んでいる。

JGAP 認証を取得済み
である。

GGAP 認証を取得済み
である。

取り組んでいない。

経営継承の
取り組み

後継者の確保育成、第３者
継承の検討、経営継承税制
等の理解等

準備している。

準備していない。
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318　かくし

農業法人の設立　新訂版

平成11年２月　初　版
平成13年９月　改訂版
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表２ 表３

全国農業図書のご案内

３訂 農家の所得税 一問一答集
R04-21　B5判 363 頁　2,860 円

　所得税を中心に相続税や贈与税、消費税などを一問一答形式
で解説。著者は元国税庁の税理士・小田満氏、前山静夫氏。

令和７年度版 農業の税制 ～農家のための なんでもわかる～
R07-22　A5判 177 頁　1,540 円

　所得・法人税、相続・贈与税、消費税など農業者に関係の深
い 19の税金のあらましと特例措置など最新の税制を網羅。

３訂 農業の労務管理と労働・社会保険 百問百答
R04-22　A5判 322 頁　1,650 円

　採用から退職に至る労務管理全般と社会保険を一問一答形式
で解説。著者は特定社会保険労務士の入来院重宏氏。

複式農業簿記テキスト 新訂版 ～「わかる」から「できる」へ
R07-28　B5判 161 頁　1,705 円

　記帳のイロハから実務まで網羅した手引書として、初心者や
実務経験者の心強い味方になる一冊。

Ｑ＆Ａ農業法人化マニュアル　新訂版
R08-09　A5判 209 頁　1,210 円

　法人化の目的やメリット、設立の仕方、法人化に伴う税制や
労務管理上の留意点などの疑問に一問一答形式で答える手引
書。
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